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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成30年5月17日(2018.5.17)

【公開番号】特開2017-182995(P2017-182995A)
【公開日】平成29年10月5日(2017.10.5)
【年通号数】公開・登録公報2017-038
【出願番号】特願2016-66269(P2016-66269)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｔ  13/32     (2006.01)
   Ｈ０１Ｔ  13/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｔ  21/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｔ   13/32     　　　　
   Ｈ０１Ｔ   13/20     　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｔ   21/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月30日(2018.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心電極（２）と、該中心電極との間に放電ギャップ（Ｇ）を形成するように上記中心
電極に対向配置された接地電極（３）と、を備え、上記接地電極の電極母材（３ａ）から
上記放電ギャップに向かって突出する電極突出部（３０）を有する、内燃機関用の点火プ
ラグ（１）であって、
　上記電極突出部は、上記電極母材と一体的に形成された基部（３１）と、該基部に接合
されるとともに上記放電ギャップに面する被覆部（３２）とを有し、
　上記基部は、突出方向の端面（３３）と、該端面の外縁（３４）から上記電極母材に繋
がる側周面（３５）とを有するとともに、上記端面の外縁は曲面を形成しており、
　上記被覆部は、上記基部の形成材料よりも低い線膨張係数を有する貴金属又は貴金属合
金からなるとともに、上記側周面の少なくとも一部と上記端面とを被覆しており、
　内燃機関に取り付けられて上記電極突出部が気筒内で加熱された後に冷却されたときに
、上記被覆部における上記基部の側周面を被覆する部分の外表面（３７）に突起部（３６
）が形成されるように構成されている、内燃機関用の点火プラグ。
【請求項２】
　上記被覆部の形成材料と上記基部の形成材料とにおける線膨張係数の差をαとしたとき
、３．３×１０－６／Ｋ≦α≦４．５×１０－６／Ｋを満たす、請求項１に記載の内燃機
関用の点火プラグ。
【請求項３】
　上記端面の外縁の曲率半径をＲとしたとき、０．１ｍｍ≦Ｒを満たす、請求項１又は２
に記載の内燃機関用の点火プラグ。
【請求項４】
　上記端面の外縁の曲率半径をＲとしたとき、０．１ｍｍ≦Ｒ≦０．４５ｍｍを満たす、
請求項１又は２に記載の内燃機関用の点火プラグ。
【請求項５】
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　上記突起部の高さをＨとし、上記端面の外縁の曲率半径をＲとしたとき、０．０５ｍｍ
≦Ｈ≦－０．０６７Ｒ＋０．２２７ｍｍを満たす、請求項１～４のいずれ一項に記載の内
燃機関用の点火プラグ。
【請求項６】
　上記基部の形成材料がニッケル又はニッケル合金であり、上記被覆部の形成材料が白金
、白金合金、イリジウム、イリジウム合金又は白金イリジウム合金である、請求項１～５
のいずれか一項に記載の内燃機関用の点火プラグ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の内燃機関用の点火プラグ（１）の製造方法であっ
て、
　上記電極母材に、該電極母材の形成材料よりも低い線膨張係数を有する貴金属又は貴金
属合金からなる被覆部粗材（３２ａ）を抵抗溶接により接合する接合工程（Ｓ１）と、
　上記電極母材に接合された上記被覆部粗材に、凹部（５０）を有する第１治具（５１）
を沿わせて、上記被覆部粗材と上記凹部との間に空間部（５０ａ）を形成する準備工程（
Ｓ２）と、
　上記電極母材における上記被覆部粗材が接合された粗材接合部（３ｂ）と反対側の部分
（３ｃ）に、上記凹部の開口部（５０ｂ）よりも大きい凸部（５３）を有する第２治具（
５２）を上記凹部に向けて押し付けることにより、上記粗材接合部を上記空間部に押し出
して凸状の基部（３１）を形成するとともに、上記被覆部粗材が上記基部の側周面（３５
）の少なくとも一部と突出方向の端面（３３）とを被覆する被覆部（３２）を形成して、
上記電極突出部を形成する押出工程（Ｓ３）と、
を含む、内燃機関用の点火プラグの製造方法。
【請求項８】
　上記準備工程において、上記被覆部粗材が、上記開口部を覆うように上記第１治具を沿
わせる、請求項７に記載の内燃機関用の点火プラグの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の他の態様は、上記内燃機関用の点火プラグ（１）の製造方法であって、
　上記電極母材に、該電極母材の形成材料よりも低い線膨張係数を有する貴金属又は貴金
属合金からなる被覆部粗材（３２ａ）を抵抗溶接により接合する接合工程（Ｓ１）と、
　上記電極母材に接合された上記被覆部粗材に、凹部（５０）を有する第１治具（５１）
を沿わせて、上記被覆部粗材と上記凹部との間に空間部（５０ａ）を形成する準備工程（
Ｓ２）と、
　上記電極母材における上記被覆部粗材が接合された粗材接合部（３ｂ）と反対側の部分
（３ｃ）に、上記凹部の開口部（５０ｂ）よりも大きい凸部（５３）を有する第２治具（
５２）を上記凹部に向けて押し付けることにより、上記粗材接合部を上記空間部に押し出
して凸状の基部（３１）を形成するとともに、上記被覆部粗材が上記基部の側周面（３５
）の少なくとも一部と突出方向の端面（３３）とを被覆する被覆部（３２）を形成して、
上記電極突出部を形成する押出工程（Ｓ３）と、
を含む、内燃機関用の点火プラグの製造方法にある。
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